
おきなわ境界問題相談センターは、土地家屋調査士と弁護士が協働して、紛争当事者の双方に話し合いの場を提供
し、専門家の立場から、中立、公正なアドバイスを行い紛争当事者が、心から納得し、将来にしこりを残さないような形
で境界の円満な解決を図れるようお手伝いするものです。専門的知見を活かして確かな現地調査や測量・鑑定などを
行い、当事者間の話し合いの重要な参考資料とし、また必要に応じて紛争解決の結果を登記。地図等に反映させて、市
民の権利の明確化とトラブル防止に役立たせてます。

毎週水曜日/午前10時～午後4時まで
沖縄県土地家屋調査士会内(下図参照)鯉頁昼輿生L_マンション4団

これを時`ご相離下さい!!
0土地境界トラブルを話し合い
で解決したいとき。

●訴訟(裁判)によらずに紛争の
解決を図りたいとき。

●レインポーホテル ●郎覇H段

宿豪書9箸歪問題
沖縄県土地票E調査士会内

*お気軽にご相酸下さい*

沖縄県土地家屋調査士会 D沖縄弁護士会

g098・ 836・ 6767・
※駐車場の設備がありませんのでご了承下さい。



おきなわ境界問題相談センター

土地0墳雰問題では尊皆様の話をよく聞いて、

専門家の土地家屋調査士と弁護士が、

難しい境界 トラブルに、

立ち向かいます。

お口り0方
まず、 で解決の方向を確認

してください。

土地家屋調査士と弁護士が

円満解決を支援 します。
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次に、 でもお互いに率直に
お話ください。

そして、不口解 して目的の境界を埋設し
ます。
きつとお役にたちます。

おきなわ境界問題相談センター

沖 縄 県 土 地 家 屋 調 査 士 会

沖  縄  弁  護  士  会
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平成 19年4月25日受付開始



境界紛争解 決 手続 の ながれ

相談の電話予約

相談申出書提出
相談申立費用
21,000円

基本調査費

紛争解決手続 (調停)希望

紛争解決手続申立書提出
調停申立費用
29,000円

紛争の発生

おきなわ境界問題センター

電 話 受 付
毎週水曜日 10:00～ 16:00

相談申出書受付

毎週水曜 日 10:00～ 16:00

弁護士・調査士相談員 。日程調整

相談委員会開催

1相手方に対する応諾確認 |

1紛争解決手続の事前説明 i

紛争解決手続 (調停)回付

解決手続 (調停)申立書受付
毎週水曜 日 10:00～ 16:00

弁護士 。調査士調停員 。日程調整

和解成立

和解契約書作成

和解成立費用
原則 解決額の8%
最低額 50,000円


